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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２７日 ０４時３２分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊
い

良
ら

湖
ご

岬東南東方沖 

伊良湖岬灯台から真方位１１３°４.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.９′ 東経１３７°０６.３′） 

事故調査の経過  平成２６年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第二十一栄
えい

福
ふく

丸、４９９トン 

１４０４３４、丸仲海運株式会社（以下「Ａ社」という。） 

７５.４３ｍ×１１.３０ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１８年１１月１１日 

Ｂ 漁船 やまき丸、３.７９トン 

ＭＥ３－４８７２２（漁船登録番号）、個人所有 

１０.００ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５４kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

６年９月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成５年１月７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１０月２６日 

免状有効期間満了日 平成３０年１月６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年３月２８日 

免許証交付日 平成２３年１０月５日 

（平成２９年６月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ バルバスバウ右舷側及び右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首船底に破口、船首部のたつ等の破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関士Ａほか４人が乗り組み、船長Ａが単独で
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当直に就いて法定灯火を表示し、自動操舵により伊勢湾第２号灯浮標

と伊良湖水道航路第２号灯浮標との間に向ける針路約２７０°（真方

位、以下同じ。）として約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で伊良湖岬東南東方沖を航行していた。 

 船長Ａは、霧により視程が０.２Ｍ以下となり、６Ｍレンジとした

船橋左舷側のレーダーに加えて３Ｍレンジとした中央寄りのレーダー

を作動させ、レーダー画面で左舷船首方約１Ｍに同航船及び伊良湖水

道航路に向けて北進する約３～４隻の映像を認め、動静を監視した。 

船長Ａは、Ａ船の船首方を左方に通過した漁船と思われる映像を認

めた後、船首方約１.５ＭにＢ船の映像を認め、エコートレイル機能

を使ってＢ船がＡ船に接近していることを知り、伊良湖水道航路への

接近状況を思案して針路設定を約７°～８°左に変え、そのうち小型

船であるＢ船がＡ船を認めて避けてくれるだろうと思い、伊良湖水道

航路に向けて航行する他船の情報をレーダーのＡＩＳ機能により確認

していた。 

機関士Ａは、機関室での作業を終えて昇橋し、右舷のウィングに出

ていた。 

 Ａ船は、平成２６年７月２７日０４時３２分ごろ、伊良湖岬灯台か

ら１１３°４.８Ｍ付近において、船長Ａが、目視で右舷船首方至近

にＢ船を認めたが、どうすることもできず、Ａ船の船首とＢ船の船首

が衝突した。 

 船長Ａは、主機を停止し、右舷方を通過するＢ船を見て、乗組員を

起こし、レーダーでＢ船の映像を監視するよう指示し、海上保安庁へ

事故を通報した。 

 Ａ船は、反転して西方に向かったＢ船の映像が約４Ｍの距離で映ら

なくなったことを確認し、海上保安庁の指示に従って、三重県鳥羽市

鳥羽港に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火及び操舵室上方に白灯

１個を表示し、ＧＰＳプロッターを作動させ、渥美半島南方沖へ向け

て約１０kn の速力で東進していた。 

船長Ｂは、鳥羽市神島南方沖において、視程が１００～２００ｍと

なったことから、主機を停止していたところ、渥美半島南方沖の漁場

に着いた僚船から視界が良いとの情報を聞き、速力を６～８kn として

渥美半島南方沖の漁場に向かうこととした。 

 船長Ｂは、伊良湖岬南方沖を通過した頃から、更に視界が悪くな

り、視界制限海域から早く抜け出したいと思い、目視で見張りを行い

ながら減速して東進した。 

Ｂ船は、伊良湖岬東南東方沖において、船長Ｂが、左舷船首方約２

０～３０ｍから接近するＡ船のバルバスバウを認めたものの、どうす

ることもできず、左手に操縦レバーを、右手に舵輪をそれぞれ掴
つか

んだ
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まま、Ａ船に衝突した。 

 船長Ｂは、主機が後進にかかっていたことに気付き、主機のクラッ

チを中立状態として船首部へ移動し、たつ及び船首の舵輪が損傷して

いることを知り、魚倉に浸水がないことを確認していたとき、額から

出血していることに気付き、僚船に他船と衝突したので帰港すること

を伝え、自力で鳥羽市和具漁港に帰港した。 

船長Ｂは、顔面を１０針縫う切創を負った。  

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南南西、風速 約１.２m/s、視程 約２０～

１００ｍ 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０４時５８分ごろ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、空船であり、喫水が船首約２.６ｍ、船尾約４.２ｍであっ

た。 

 船長Ａは、本事故前、レーダー画面にＢ船の映像が映っていないこ

とに気付いたが、近距離で映らなくなったと思った。 

 Ａ社が定めた安全管理規程の運航基準には、次のとおり記載されて

いる。 

 第３条 ４ 船長は、航行中、周囲の視程が、次に掲げる条件に達

したと認めるときは、当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図る

とともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、

航路外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならない。  

(1) 視程が１Ｍ以下の時 

 船長Ａは、就寝中の乗組員を起こしたくないと思い、霧中信号を吹

鳴しなかった。 

船長Ａは、伊良湖水道航路に入航する他船の動静を思案しながら、

伊良湖水道航路の２～３Ｍ前で主機を減速するつもりでいた。 

 船長Ａは、約４０年以上の乗船経験があり、Ａ社が所有する船舶に

は約９年前から、Ａ船には約２年前から乗船しており、本事故発生海

域の航行経験が豊富であった。 

Ｂ船は、レーダー及び音響信号設備を装備していなかった。 

Ｂ船は、いつも僚船と共に和具漁港を出港し、視界が悪い時には、

レーダーを装備した僚船から無線で接近する他船の情報を得ていた

が、本事故時、神島南方沖で待機していたところ、一緒に出港した僚

船が先に漁場に着いていて周囲に僚船はいなかった。 

船長Ｂは、約６２年の乗船経験があり、本事故当時、救命胴衣を着

用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 



- 4 - 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧で視界制限状態となった伊良湖岬東南東方沖を西進中、

船長Ａが、レーダーで船首方１.５Ｍ付近にＢ船を認め、針路を約

７°～８°左に変えたものの、Ｂ船がＡ船を認めて避けてくれるだろ

うと思い、伊良湖水道航路に向けて航行する他船に注意を向けていた

ことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、レーダー映像から、小型の漁船と思われるＢ船がＡ船を

避けてくれるだろうと思った可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となった伊良湖岬東南東方沖を東進中、

船長Ｂが、目視のみによる見張りを行って航行を続けたことから、Ａ

船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、レーダーを備えていなかったが、僚船から渥美半島南方

沖の漁場では視界が良いとの情報を聞き、視界制限海域を目視のみに

よる見張りで航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、霧で視界制限状態となった伊良湖岬東南東方沖に

おいて、Ａ船が西進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、伊良湖水道航路に

向けて航行する他の船舶に注意を向けており、また、船長Ｂが、目視

のみによる見張りを行って航行を続けたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態の中を航行するときは、視界の状況に応じ、十分に

減速し、霧中信号を吹鳴すること。 

 ・視界制限状態においては、他の船舶を探知できるよう、レーダー

レンジを切り替えるなどし、レーダーによる周囲の見張りを適切

に行うこと。 

・視界が制限されるおそれがある場合、レーダーを装備していない

船舶は、安全な水域で停止するか、可能であれば帰港すること。 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成２６年７月２７日 

０４時３２分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　刻 北　緯 東　経 船首方位 対地針路 対地速力

（時：分：秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

04:10:04 34-32-59.7 137-12-20.6 266 268.2 13.5

04:20:04 34-32-56.7 137-09-36.9 268 270.2 13.9

04:21:04 34-32-56.5 137-09-20.5 267 266.9 13.4

04:22:04 34-32-56.2 137-09-04.3 269 272.2 13.3

04:23:05 34-32-56.1 137-08-47.9 267 269.7 13.5

04:24:12 34-32-55.5 137-08-29.4 267 267.9 13.7

04:25:12 34-32-55.3 137-08-13.0 268 265.0 13.6

04:26:03 34-32-55.1 137-07-59.0 266 267.8 13.8

04:27:08 34-32-54.8 137-07-40.9 268 270.4 13.9

04:28:03 34-32-54.6 137-07-26.0 268 267.5 13.6

04:29:08 34-32-54.5 137-07-07.8 266 267.5 13.6

04:30:02 34-32-54.1 137-06-52.8 268 270.7 13.6

04:31:02 34-32-54.0 137-06-36.2 267 265.5 14.0

04:32:01 34-32-53.5 137-06-20.3 259 259.4 13.4

04:32:14 34-32-53.1 137-06-16.7 255 262.1 13.7

04:32:21 34-32-52.7 137-06-14.9 254 256.6 12.9

04:32:38 34-32-51.9 137-06-10.8 252 255.5 11.8

04:33:02 34-32-50.7 137-06-05.5 254 258.1 10.5

04:34:12 34-32-48.5 137-05-53.5 257 262.1 7.6

　（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。


